
かかりつけ医機能報告制度に関する院内掲示について  

当院では、厚生労働省が定める「かかりつけ医機能報告制度」に基づき、日常的な診療や

健康診断、健康管理に関する相談、予防接種、介護保険や福祉サービスに関する相談, 必要に

応じた専門医療機関への紹介、服薬管理などの取り組みを行っております。 

院内掲示内容を下記に表示いたします。 


